
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成16年

10月12日農林水産省令第78号）

○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則（昭和51年７月24日農林省令第36

号）新旧対照表

（傍線部は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（特定飼料等の種類） （特定飼料等の種類）

第12条 法第７条第１項の農林水産省令で定 第12条 法第７条第１項の農林水産省令で定

める特定飼料等の種類は、次に掲げるとお める特定飼料等の種類は、次に掲げるとお

りとする。 りとする。

一～六 [略] 一～六 [略]

七 キタサマイシン

七～十 [略] 八～十一 [略]

十二 チオペプチン

十一～十三 [略] 十三～十五 [略]

十六 ハイグロマイシンＢ

十四～十六 [略] 十七～十九 [略]

二十 ポリナクチン

十七～二十 [略] 二十一～二十四 [略]

別表第１（第14条関係） 別表第１（第14条関係）

特定飼料等の種類 特定飼 技術 特定飼料等の種類 特定飼 技術

料等製 上の 料等製 上の

造設備 基準 造設備 基準

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

亜鉛バシトラシン、アビラマ 亜鉛バシトラシン、アビラマ

イシン、アルキルトリメチル [略] [略] イシン、アルキルトリメチル [略] [略]

アンモニウムカルシウムオキ アンモニウムカルシウムオキ

シテトラサイクリン、エフロ シテトラサイクリン、エフロ

トマイシン、エンラマイシン トマイシン、エンラマイシン

、クロルテトラサイクリン、 [略] [略] 、キタサマイシン、クロルテ [略] [略]

サリノマイシンナトリウム、 トラサイクリン、サリノマイ

セデカマイシン、センデュラ シンナトリウム、セデカマイ

マイシンナトリウム、デスト シン、センデュラマイシンナ

マイシンＡ、ナラシン、ノシ [略] [略] トリウム、チオペプチン、デ [略] [略]

ヘプタイド、バージニアマイ ストマイシンＡ、ナラシン、

シン、ビコザマイシン、フラ ノシヘプタイド、ハイグロマ



ボフォスフォリポール、モネ イシンＢ、バージニアマイシ

ンシンナトリウム、ラサロシ [略] [略] ン、ビコザマイシン、フラボ [略] [略]

ドナトリウム、硫酸コリスチ フォスフォリポール、ポリナ

ン、リン酸タイロシン クチン、モネンシンナトリウ

ム、ラサロシドナトリウム、

[略] [略] 硫酸コリスチン、リン酸タイ [略] [略]

ロシン

別表第２（第15条関係） 別表第２（第15条関係）

特定飼料等の種類 特定飼 技術 特定飼料等の種類 特定飼 技術

料等検 上の 料等検 上の

査設備 基準 査設備 基準

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

亜鉛バシトラシン、アビラマ 亜鉛バシトラシン、アビラマ

イシン、アルキルトリメチル [略] [略] イシン、アルキルトリメチル [略] [略]

アンモニウムカルシウムオキ アンモニウムカルシウムオキ

シテトラサイクリン、エフロ シテトラサイクリン、エフロ

トマイシン、エンラマイシン トマイシン、エンラマイシン

、クロルテトラサイクリン、 [略] [略] 、キタサマイシン、クロルテ [略] [略]

サリノマイシンナトリウム、 トラサイクリン、サリノマイ

セデカマイシン、センデュラ シンナトリウム、セデカマイ

マイシンナトリウム、デスト シン、センデュラマイシンナ

マイシンＡ、ナラシン、ノシ トリウム、チオペプチン、デ

ヘプタイド、バージニアマイ ストマイシンＡ、ナラシン、

シン、ビコザマイシン、フラ ノシヘプタイド、ハイグロマ

ボフォスフォリポール、モネ イシンＢ、バージニアマイシ

ンシンナトリウム、ラサロシ ン、ビコザマイシン、フラボ

ドナトリウム、硫酸コリスチ フォスフォリポール、ポリナ

ン、リン酸タイロシン クチン、モネンシンナトリウ

ム、ラサロシドナトリウム、

硫酸コリスチン、リン酸タイ

ロシン

別表第３（第16条関係） 別表第３（第16条関係）

特定飼料等の種類 製造管 基準 特定飼料等の種類 製造管 基準

理及び 理及び

品質管 品質管

理の方 理の方

法並び 法並び

に検査 に検査



に関す に関す

る組織 る組織

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

亜鉛バシトラシン、アビラマ 亜鉛バシトラシン、アビラマ

イシン、アルキルトリメチル [略] [略] イシン、アルキルトリメチル [略] [略]

アンモニウムカルシウムオキ アンモニウムカルシウムオキ

シテトラサイクリン、エフロ シテトラサイクリン、エフロ

トマイシン、エンラマイシン [略] [略] トマイシン、エンラマイシン [略] [略]

、クロルテトラサイクリン、 、キタサマイシン、クロルテ

サリノマイシンナトリウム、 トラサイクリン、サリノマイ

セデカマイシン、センデュラ [略] [略] シンナトリウム、セデカマイ [略] [略]

マイシンナトリウム、デスト シン、センデュラマイシンナ

マイシンＡ、ナラシン、ノシ トリウム、チオペプチン、デ

ヘプタイド、バージニアマイ ストマイシンＡ、ナラシン、

シン、ビコザマイシン、フラ ノシヘプタイド、ハイグロマ

ボフォスフォリポール、モネ イシンＢ、バージニアマイシ

ンシンナトリウム、ラサロシ ン、ビコザマイシン、フラボ

ドナトリウム、硫酸コリスチ フォスフォリポール、ポリナ

ン、リン酸タイロシン クチン、モネンシンナトリウ

ム、ラサロシドナトリウム、

硫酸コリスチン、リン酸タイ

ロシン

附 則

この省令は、公布の日から施行する。


